
【資料８】大学が指定する清掃業務に関する資料

１．期　　間　　事業契約書に記載のとおり。

・日常清掃は、土曜日・日曜日・休日及び１２月２９日～１月３日を除いた日とし、別紙清掃箇所等一覧表のとおり。

・定期清掃は、毎月１回第３日曜日に行うこと。

２．作業時間

・事務室、学部長室については、８時３０分までに行うこと。

・その他の箇所は、１６時３０分までに行うこと。ただし、講義室、大教室については、授業時間外に行うこと。

３．特記事項

・定期清掃においては、樹脂ワックスを使用すること。

・塵芥の搬出場所は、農学部Ｅ棟出入り口横のゴミバケットとする。
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清掃箇所等一覧表（農学部）

区 清　　掃　　箇　　所 床  材 面    積 日  常　清  掃 定期清掃 備       考
分 ㎡ 月 火 水 木 金 箇    所

1 1～4階 講      義      室 Pﾀｲﾙ 671.78 ○ ○ ○ 定期清掃:3月を除く
2 4   階 情 報 処 理 教 室 Pﾀｲﾙ 74.01 ○ ○
3 1   階 講 義 室 （製図室） ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 135.20 ○ ○ ○ 定期清掃:3月を除く
4 1～6階 便              所 ﾀｲﾙ 125.95 〇 ○ ○ ○ ○
5 〃 〃 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 85.67 ○ ○ ○ ○ ○
6 〃 廊              下 Pﾀｲﾙ 2,758.39 ○ ○ 定期清掃:年2回(9･3月)
7 1   階 〃 ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ 174.83 ○
8 1～2階 〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ 9.50 ○
9 1～6階 階              段 Pﾀｲﾙ 227.93 ○ ○ 定期清掃:年2回(9･3月)

10 1   階 玄              関 ﾃﾗｿﾞｰ 73.06 ○ ○ ○
11 〃 学  生  ホ  ー  ル Pﾀｲﾙ 70.48 ○ ○ ○
12 2   階 事務室・前室 Pﾀｲﾙ 144.68 ○ ○ ○
13 〃 学部長室・応接室 ｶｰﾍﾟｯﾄ 52.71 ○ ○
14 〃 会議室３ Pﾀｲﾙ 43.69 ○ ○
15 3   階 大会議室･農場教官控室･教官控ｶｰﾍﾟｯﾄ 191.50 ○ ○
16 〃 中会議室･会議室１･会議室２ 木    床 163.13 ○ ○
17 3   階 情  報  機  器  室 Pﾀｲﾙ 24.26 ○ ○
18 1   階 大      教      室 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ 234.94 ○ ○ ○ 定期清掃:3月を除く
19 〃 シャワー室 ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.49 ○

合                  計 5,268.20 4,791.75
注）１．区分１、２、３、１８については、４／１～４／４、８／１１～９／２９（８／２３を除く）、
　　１２／２６～１／６、２／１３～３／３１（２／２４、３／１０を除く）の間の日常清掃は行わない。
２．区分１～３、６～１９については、指定した日の日常清掃日が休日にあたるときは前日に行うこと。
３．区分２については、床面をほうき等で集塵すること。（床面はフリーアクセスになっているため、水拭きは行わないこと）
４．区分１、１８の１／２０、２／２４、３／１０の清掃は午前中に終了させること。
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